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 参考資料 

  浦安市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和４年教育委員会規則第５号）の一部改正 

 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

（学校給食申出書の提出） 

第３条 保護者は、当該保護者に係る児童又は生徒を市が設置する学校に通学

させるときは、学校給食申出書（別記第１号様式）を浦安市長へ速やかに提

出しなければならない。 

（学校給食費の額） 

第６条 省 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の学校給食

費の額は、日額とし、別表第２に定めるとおりとする。 

(1) 第６条の２若しくは第６条の３の規定による届出があった場合、又は月

の途中からの転入等の事由において、当該月の学校給食の数の合計が10食

以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 省 略 

(3) 省 略 

(4) 省 略 

３～６ 省 略 

（学校給食の停止等） 

第６条の２ 学校給食費負担者は、当該学校給食費負担者に係る児童又は生徒

が次の各号のいずれかの事由に該当する場合において、当該児童又は生徒へ 

（承諾書の提出） 

第３条 保護者は、当該保護者に係る児童又は生徒を市が設置する学校に通学

させるときは、承諾書（別記第１号様式）を浦安市長へ速やかに提出しなけ

ればならない。 

（学校給食費の額） 

第６条 同 左 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の学校給食

費の額は、日額とし、別表第２に定めるとおりとする。 

(1) 児童、生徒等の転出若しくは転入又は長期欠席後の復帰等の事由により

月の途中から学校給食を開始し、又は停止する場合であって、当該月の学

校給食の数の合計が10食以下の場合 

(2) 児童、生徒等又は保護者の被災等特別な事由により学校給食を停止する

場合であって、当該月の学校給食を連続して６食以上停止し、かつ、当該

月の学校給食の数の合計が10食以下の場合 

(3) 児童、生徒等の感染症により学校給食を停止する場合であって、発症し

た日から当該月の学校給食を連続して６食以上停止し、かつ、当該月の学

校給食の数の合計が10食以下の場合 

(4) 児童及び生徒の疾病若しくは負傷又は不登校等のやむを得ない事由によ

り当該月の学校給食を連続して６食以上欠食し、かつ、当該月の喫食数の

合計が10食以下の場合 

(5) 同 左 

(6) 同 左 

(7) 同 左 

３～６ 同 左 
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

の学校給食の全部を停止させようとするときは、学校給食（停止・再開）届

出書（別記第２号様式）により、当該停止をさせようとする日の３日（浦安

市の休日を定める条例（平成元年条例第14号）第１条第１項に規定する市の

休日（以下「休日」という。）を除く。）前までに、その旨を校長を経由し

て教育委員会に届け出なければならない。 

(1) 児童、生徒等の疾病、負傷等により、当該月の学校給食を連続して６食

以上受けることができないとき。 

(2) 市が学校給食を実施する学校以外の学校に転学するとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、教育長が特別の理由があると認めたとき。 

２ 学校給食費負担者は、前項の規定により停止していた学校給食を再開させ

ようとするときは、同項に規定する学校給食（停止・再開）届出書により、

その旨を校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。 

（飲用牛乳の停止等） 

第６条の３ 学校給食費負担者は、当該学校給食費負担者に係る児童又は生徒

への飲用牛乳を停止させようとするときは、牛乳停止・再開届出書（別記第

３号様式）により、当該停止をさせようとする月における学校給食実施日の

初日の５日前（休日を除く。）までにその旨を校長を経由して教育委員会に

届け出なければならない。 

２ 学校給食費負担者は、前項の規定により停止していた飲用牛乳を再開させ

ようとするときは、同項に規定する牛乳停止・再開届出書により、その旨を

校長を経由して教育委員会へ届け出なければならない。 

（学校給食費の減免） 

第８条 条例第５条第１項各号で掲げる給付を受ける学校給食費負担者に係る

学校給食費については、第６条の規定により算定した学校給食費（当該給付

を受ける期間に係るものに限る。）の額の全額を当該学校給食費負担者の負

担とし、このうち当該給付の額を控除した額を免除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校給食費の減免） 

第８条 条例第５条第１項第１号の規定により学校給食費の減額又は免除を受

けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。 

(1) ３人以上の子扶養していること。 

(2) 子と生計を同じくしていること。 

(3) 学校給食費に未納がないこと。 

(4) 生活保護法（昭和25年法律第144号）又は浦安市就学援助費支給規則

（平成31年教育委員会規則第１号）による学校給食費の援助を受けていな 

いこと。 
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

２ 条例第５条第２項の規定による学校給食費の減額又は免除（以下「減免」

という。）をすることができる場合は、次に掲げるとおりとする。 

(1)  災害等により学校給食費負担者に学校給食費を納付する資力がないと

認められるとき。 

(2)  前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき。 

３ 前項各号に掲げる事由により学校給食費の減免を受けようとする者は、浦

安市学校給食費減免申請書（別記第４号様式。以下、「減免申請書」とい

う。）を教育委員会に提出しなければならない。 

 

 

４ 教育委員会は前項の規定による減免申請書の提出があったときは、その可

否を決定し、浦安市学校給食費減免可否決定通知書（別記第５号様式）によ

り当該提出をした者に通知するものとする。 

５ 教育委員会は、前項の規定により学校給食費の減免の決定を受けた者が次

の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、浦安市学校給食

費減免取消決定通知書（別記第６号様式）により通知するものとする。 

(1)  虚偽の申請により減額又は免除の決定を受けたとき。 

(2)  前号に掲げるもののほか教育委員会が学校給食費の減免を取り消すべ

きものと認めたとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学校給食費の減額又は免除の額は、第６条第１項、第２項及び第４項に規

定する学校給食費の額とする。 

 

 

 

３ 学校給食費の減額又は免除を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、浦安市第３子以降学校給食費減免申請書（別記第２号様式）に次

の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。 

(1) 扶養を証明する書類 

(2) その他教育長が必要と認める書類 

４ 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、減額又は免除の可否を決定し、浦安市第３子以降学校給食費減免決定・

却下通知書（別記第３号様式）により通知するものとする。 

５ 減額又は免除は、申請した日の属する月の学校給食費から適用する。ただ

し、教育長が必要と認めるときは、その限りではない。 

 

 

 

 

６ 第４項の規定により学校給食費の減額又は免除の決定を受けた者は、減額

又は免除の要件に変更が生じたときは、浦安市第３子以降学校給食費減免要

件変更届（別記第４号様式）により速やかに教育委員会に提出しなければな

らない。 

７ 教育委員会は、第４項の規定により学校給食費の減額又は免除の決定を受

けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、浦

安市第３子以降学校給食費減免取消決定通知書（別記第５号様式）により、

申請者に通知するものとする。 

(1) 虚偽の申請をしたとき。 

(2) 第１項各号に規定する要件を欠くに至ったとき。 

８ 教育委員会は、前項の規定により学校給食費の減額又は免除の決定を取り
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に学校給食費の減額

又は免除されているときは、期限を定めて、その納付を命ずるものとする。 
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 
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 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


